
議案第４号 交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

１．条例改正の目的

令和７年１２月２４日に、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が公布されたこと
に伴い、国に準じて、通勤手当の改正を行うとともに所要の文言修正を行う。

参考資料 総務部人事課

２．条例改正の主な内容

⑴ 自動車等の交通用具使用者に対する通勤手当の額の上限等
支給単位期間（１か月）において、６６，４００円を超えない範囲内と定めるとともに、現行、条例

で定めている使用距離の区分ごとの通勤手当の額を規則で定める（別紙参照）。

⑵ 駐車場等料金に係る通勤手当の新設
自動車等の交通用具使用者又は交通機関と交通用具の併用者のうち、駐車場等を利用する職員へ、支

給単位期間当たり５，０００円を超えない範囲内で駐車場等の料金に相当する額を支給する通勤手当を
新たに設ける。
※支給単位期間における通勤手当の限度額の範囲内において、この通勤手当の額も合算の対象とする。
限度額（１５０，０００円／月）＝運賃相当額＋上記２⑴の額＋特別料金相当額＋駐車場等料金相当
額

３．影響額

７，４５８千円

４．施行期日

令和８年４月１日



（別紙）規則で定める自動車等の交通用具使用者に対する通勤手当の額の上限等について

２ ⑴にある、規則で定める使用距離の区分ごとの通勤手当の額は下記のとおり。
※国に準じて、令和８年４月１日より、現行の使用距離上限を「６０Ｋｍ」から「１００Ｋｍ」に引き
上げるとともに、新たな距離区分を設ける予定である。

２５ｋｍ以上
３０ｋｍ未満

２０ｋｍ以上
２５ｋｍ未満

１５ｋｍ以上
２０ｋｍ未満

１０ｋｍ以上
１５ｋｍ未満

５ｋｍ以上
１０ｋｍ未満

２ｋｍ以上
５ｋｍ未満

距離（片道）

１６，６００円１３，５００円１０，４００円７，３００円４，２００円２，０００円支給月額

５５ｋｍ以上
６０ｋｍ未満

５０ｋｍ以上
５５ｋｍ未満

４５ｋｍ以上
５０ｋｍ未満

４０ｋｍ以上
４５ｋｍ未満

３５ｋｍ以上
４０ｋｍ未満

３０ｋｍ以上
３５ｋｍ未満

距離（片道）

３５，５００円３２，３００円２９，１００円２５，９００円２２，８００円１９，７００円支給月額

８５ｋｍ以上
９０ｋｍ未満

８０ｋｍ以上
８５ｋｍ未満

７５ｋｍ以上
８０ｋｍ未満

７０ｋｍ以上
７５ｋｍ未満

６５ｋｍ以上
７０ｋｍ未満

６０ｋｍ以上
６５ｋｍ未満

距離（片道）

５６，２００円５２，７００円４９，２００円４５，７００円４２，２００円３８，７００円支給月額

１００ｋｍ以上
９５ｋｍ以上
１００ｋｍ未満

９０ｋｍ以上
９５ｋｍ未満

距離（片道）

６６，４００円６３，０００円５９，６００円支給月額

議案第４号 交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

参考資料 総務部人事課



別記様式第３号（第８条関係） 
【議会基本条例第 10 条第 1 項関係】 

政策等情報の説明資料 
      令和８年３月定例会 

議案の 
件 名 

議案第４号 
交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

政策等 
の区分 

計画 ・ 事業 ・ 条例 
その他

（         ） 

〈政策等の概要〉 〈他の自治体の類似する政策等との比較〉 
 本件条例は、職員の給与に関する事項について定めることを目的とする。 
 
 
 

 人事院勧告を踏まえた改正については、府下他市町村についても概ね実施予定であ

る。 
〈財源措置の状況〉 (単年度事業でない場合は、全体事業の見込状況を記入) (単位：千円) 

総事業費 国庫支出金 府支出金 市債 その他 一般財源 

      

〈政策等を必要とする背景〉 〈将来にわたる効果及びコストの状況〉 
 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、自

動車等の交通用具使用者に対する通勤手当額の改定及び駐車場等料金に係

る通勤手当が新設されたことを踏まえ、国に準じて改正を行うため。 

年間影響額（概算）７，４５８千円 

〈提案に至るまでの経緯〉 〈総合計画等の整合〉 
 令和７年８月に、人事院から国家公務員の給与に関する勧告等が行われ、

令和７年１２月２４日に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正

する法律が公布された。その改正において、自動車等の交通用具使用者に対

する通勤手当額の改定及び駐車場等料金に係る通勤手当の新設が行われた。 

まちづくりの目標 
政策分野または経営方針 
施策 

目  標 ― 

分野・方針 効率的・効果的な行政運営 

施  策 その他 

○その他の計画（該当する場合のみ） 

 計画名称  

〈市民参加の状況〉 策定年度  

 有 ・ 無 （パブリックコメントを実施した場合は、その結果等を含む。） 計画期間  
 
 
 

〈政策等の実施時期〉 令和８年４月１日 
担当部局 担当課 添付資料（有の場合は、その名称） 
総務部 人事課  有 ・ 無（新旧対照表等） 

 



 

 

交野市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年条例第８号）新旧対照表 

新 旧 

（通勤手当） （通勤手当） 

第１４条の４ 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。 第１４条の４ 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの

（以下この条において「自動車等」という。）を使用することを

常例とする職員（自動車等を使用しなければ通勤することが著し

く困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで

徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメ

ートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。） 

（２） 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの

（以下この条において「自転車等」という。）を使用することを

常例とする職員（自転車等を使用しなければ通勤することが著し

く困難である職員以外の職員であつて自転車等を使用しないで

徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメ

ートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。） 

（３） 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、か

つ、自動車等を使用することを常例とする職員（交通機関等を利

用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難

である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、

自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の

通勤距離が片道２キロメートル未満であるものを除く。） 

（３） 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、か

つ、自転車等を使用することを常例とする職員（交通機関等を利

用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難

である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、

自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の

通勤距離が片道２キロメートル未満であるものを除く。） 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号

に定める額とする。 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号

に定める額とする。 

（１） 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定

めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要

する運賃等の額に相当する額（次項及び第６項において「運賃等

相当額」という。） 

（１） 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定

めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要

する運賃等の額に相当する額（次項及び第５項において「運賃等

相当額」という。） 



 

 

新 旧 

（２） 前項第２号に掲げる職員 支給単位期間につき、６６，４

００円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて

規則で定める額（定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間

勤務職員（支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定め

る職員に限る。）にあつては、その額から、その額に規則で定め

る割合を乗じて得た額を減じて得た額）                      

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                 

（２） 前項第２号に掲げる職員 支給単位期間につき、自転車等

の片道の使用距離が５キロメートル未満である職員にあつては

２，０００円、５キロメートル以上１０キロメートル未満である

職員にあつては４，２００円、１０キロメートル以上１５キロメ

ートル未満である職員にあつては７，３００円、１５キロメート

ル以上２０キロメートル未満である職員にあつては１０，４００

円、２０キロメートル以上２５キロメートル未満である職員にあ

つては１３，５００円、２５キロメートル以上３０キロメートル

未満である職員にあつては１６，６００円、３０キロメートル以

上３５キロメートル未満である職員にあつては１９，７００円、

３５キロメートル以上４０キロメートル未満である職員にあつ

ては２２，８００円、４０キロメートル以上４５キロメートル未

満である職員にあつては２５，９００円、４５キロメートル以上

５０キロメートル未満である職員にあつては２９，１００円、５

０キロメートル以上５５キロメートル未満である職員にあつて

は３２，３００円、５５キロメートル以上６０キロメートル未満

である職員にあつては３５，５００円、６０キロメートル以上で

ある職員にあつては３８，７００円 

（３） 前項第３号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、

自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の

通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情

を考慮して規則で定める区分に応じ、前２号に定める額、第１号

に定める額又は前号に定める額 

（３） 前項第３号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、

自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の

通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情

を考慮して規則で定める区分に応じ、前２号に定める額、第１号

に定める額又は前号に定める額 



 

 

新 旧 

３ 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地

域を異にする公署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情

に変更を生ずることとなつた職員で規則で定めるもののうち、第１

項第１号又は第３号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直

前の住居（当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含

む。）からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動

車国道その他の交通機関等（第１号、次項及び第６項において「新

幹線鉄道等」という。）を利用し、その利用に係る特別料金等（そ

の利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運

賃等に相当する額を減じた額をいう。第１号及び次項において同

じ。）を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の

規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該

各号に定める額とする。 

３ 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地

域を異にする公署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情

に変更を生ずることとなつた職員で規則で定めるもののうち、第１

項第１号又は第３号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直

前の住居（当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含

む。）からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動

車国道その他の交通機関等（第１号、次項及び第５項において「新

幹線鉄道等」という。）を利用し、その利用に係る特別料金等（そ

の利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運

賃等に相当する額を減じた額をいう。第１号及び次項において同

じ。）を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の

規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該

各号に定める額とする。 

（１） 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支

給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員

の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額（第

６項において「特別料金等相当額」という。） 

（１） 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支

給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員

の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額（第

５項において「特別料金等相当額」という。） 

（２） （略） （２） （略） 

４ （略） ４ （略） 

５ 第１項第２号又は第３号に掲げる職員で、自動車等の駐車のため

の施設（その所在地及び利用形態が規則で定める要件を満たすもの

に限る。第１号及び第９項において「駐車場等」という。）を利用

し、その料金を負担することを常例とするもの（規則で定める職員

 



 

 

新 旧 

を除く。）の通勤手当の額は、前３項の規定にかかわらず、次の各

号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

（１） 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、５，００

０円を超えない範囲内で１か月当たりの駐車場等の料金に相当

する額として規則で定める額 

（２） 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前３項の規定によ

る額 

６ 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額（交通機

関等が２以上ある場合においては、その合計額）、第２項第２号に

定める額、  特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して

得た額（新幹線鉄道等が２以上ある場合においては、その合計額）

及び前項第１号に定める額の合計額が１５０，０００円を超える職

員の通勤手当の額は、第２項から前項までの規定にかかわらず、当

該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期

間につき、１５０，０００円に当該支給単位期間の月数を乗じて得

た額とする。 

５ 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額（交通機

関等が２以上ある場合においては、その合計額）、第２項第２号に

定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除し

て得た額（新幹線鉄道等が２以上ある場合においては、その合計額）

の                        合計額が１５０，０００円を超える職

員の通勤手当の額は、前３項            の規定にかかわらず、当

該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期

間につき、１５０，０００円に当該支給単位期間の月数を乗じて得

た額とする。 

 ６ 第２項第２号の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員

及び任期付短時間勤務職員のうち、１月当たりの通勤回数を考慮し

て規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定め

る割合を乗じて得た額を減じた額とする。 

７・８ （略） ７・８ （略） 

９ この条において、「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位

となる期間として６か月を超えない範囲内で１か月を単位として

９ この条において、「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位

となる期間として６か月を超えない範囲内で１か月を単位として



 

 

新 旧 

規則で定める期間（自動車等及び駐車場等に係る通勤手当にあつて

は、１か月）をいう。 

規則で定める期間（自転車等           に係る通勤手当にあつて

は、１か月）をいう。 

１０ （略） １０ （略） 

 


